
野田市告示第１０９号  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１

項、国民健康保険法（昭和３３年１２月２７日法律第１９２号）第８

０条の２、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日

法律第８０号）第１１４条及び介護保険法（平成９年１２月１７日法

律第１２３号）第１４４条の２の規定により、コンビニエンスストア

収納事務、ＬＩＮＥ Ｐａｙ収納事務、ＰａｙＰａｙ収納事務、ｄ払

い収納事務、ａｕ ＰＡＹ収納事務及びＪ－Ｃｏｉｎ Ｐａｙ収納事

務を次のとおり委託したので、地方自治法施行令第１５８条の２第６

項、国民健康保険法施行令第２９条の２３第１項、高齢者の医療の確

保に関する法律施行令第３３条第１項及び介護保険法施行令第４５条

の７第１項及び野田市会計事務規則第３１条第２項の規定により告示

します。  

 

 令和５年４月１４日  

 

                野田市長  鈴 木  有  

 

１ 委託する相手方  

  東京都江東区豊洲三丁目３番３号  

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  

  代表取締役社長 本 間 洋  

   

２ 委託内容  

市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料のコン

ビニエンスストア収納、ＬＩＮＥ Ｐａｙ収納、ＰａｙＰａｙ収納、

ｄ払い収納、ａｕ ＰＡＹ収納及びＪ－Ｃｏｉｎ Ｐａｙ収納  

 

３ 委託期間  

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで  


